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１【提出理由】

平成29年６月29日開催の当行「第109期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会」ならびに「Ａ種優先株

主様による種類株主総会」において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

　１ 第109期定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 
(2) 決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第５号議案）＞

第１号議案 剰余金処分の件

　　　　１．期末配当に関する事項

　　　　　（1）配当財産の種類

　　　　　　　 金銭といたします。

　　　　　（2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当行普通株式１株につき金５円、Ａ種優先株式１株につき、定款の定めにより金６円17銭を配当

とするものであります。

なお、この場合の配当総額は587,640,320円となります。

　　　　　　　　（普通株式：402,540,320円、Ａ種優先株式：185,100,000円）

　　　　　（3）剰余金の配当が効力を生ずる日

　　　　　　　 平成29年６月30日

　　　　　２．その他の剰余金の処分に関する事項

　　　　　　（1）増加する剰余金の項目及びその額

　　　　　　　　 利益準備金　　　　　117,528,064円

　　　　　　（2）減少する剰余金の項目及びその額

　　　　　　　　 繰越利益剰余金　　　117,528,064円

 

第２号議案 株式併合の件

　　　　　（1）併合する株式の種類

　　　　　　　 普通株式およびＡ種優先株式

　　　　　（2）併合の割合

普通株式およびＡ種優先株式のいずれについても、10株につき、１株の割合で併合するもので

あ　ります。

なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、 会社法の定めに基づき、一括

して処分し、その処分代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配するもので

あります。

　　　　　（3）株式併合の効力発生日

　　　　　　　 平成29年10月１日

　　　　　（4）株式併合の効力発生日における発行可能株式総数

　　　　　　　 3,200万株
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第３号議案 定款一部変更の件

（1）株式併合に伴い、平成29年10月１日をもって当行定款第６条に規定される 発行可能株式総数、

普通株式およびＡ種優先株式の発行可能種類株式総数を３億2,000万株から3,200万株に変更する

ものであります。

　　　　　　　

　　　　　（2）単元株式数を、平成29年10月１日をもって、1,000株から100株に変更するものであります。

　

第４号議案 取締役９名選任の件

森　俊英、齋藤眞一、松下弘志、春山慶次郎、市坪功治、正野和広、濵口直也、髙田守國、野間俊美の９氏

を取締役に選任するものであります。

 
第５号議案 監査役１名選任の件

　　　　　中野義明氏を監査役に選任するものであります。

　

＜株主提案（第６号議案）＞

第６号議案 定款一部変更の件

日本銀行にマイナス金利政策を深堀しないよう要望書を提出するものであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

＜会社提案（第１号議案から第５号議案）＞

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合
(％)

第１号議案
剰余金処分の件

58,135 441 0 (注)１ 可決 93.18

第２号議案
株式併合の件

58,080 496 0 (注)２ 可決 93.09

第３号議案
定款一部変更の件

58,115 461 0 (注)２ 可決 93.15

第４号議案
取締役９名選任の件

 

森　 俊英 58,102 474 0

(注)３

可決 93.13

齋藤　眞一 58,104 472 0 可決 93.13

松下　弘志 58,141 435 0 可決 93.19

春山慶次郎 58,141 435 0 可決 93.19

市坪　功治 58,141 435 0 可決 93.19

正野　和広 58,141 435 0 可決 93.19

濵口　直也　 58,142 434 0 可決 93.19

髙田　守國 58,121 455 0 可決 93.16

野間　俊美 58,134 442 0 可決 93.18

第５号議案
監査役１名選任の件

58,151 425 0 (注)３ 可決 93.21
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＜株主提案（第６号議案）＞

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合
(％)

第６号議案
定款一部変更の件

1,353 57,223 0 (注)２ 否決 2.16
 

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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　２ 普通株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 
(2) 決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案及び第２号議案）＞

第１号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第２号議案の通りであります。

第２号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第３号議案の通りであります。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合
(％)

第１号議案
株式併合の件

58,101 475 0 (注) 可決 93.13

第２号議案
定款一部変更の件

58,094 482 0 （注） 可決 93.12
 

(注) 　　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

 
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、全ての議案の可決又は否決が明らかになったため、株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び

棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

 
　３ Ａ種優先株主様による種類株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月29日

 
(2) 決議事項の内容

第１号議案 株式併合の件

定時株主総会決議事項第２号議案の通りであります。

第２号議案 定款一部変更の件

定時株主総会決議事項第３号議案の通りであります。

 
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合
(％)

第１号議案
株式併合の件

30,000 0 0 (注) 可決 100.00

第２号議案
定款一部変更の件

30,000 0 0 (注) 可決 100.00
 

(注) 　　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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